
 

 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 度  

 

 

 

第 ４ 回 宝 塚 市 都 市 計 画 審 議 会 議 事 録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 １ ０ 日 （ 木 ）  

午 前 １ ０ 時 か ら １ ２ 時  

場 所  宝 塚 市 役 所 （ ３ 階 ） 特 別 会 議 室  

及 び 各 委 員 所 属 場 所 等  

 

 

 

 

宝 塚 市 都 市 計 画 審 議 会  

 

 

 



 1 

 

１ 審議会要旨 

（１）開催日時 令和４年（２０２２年）２月１０日（木）午前１０時から１２時まで 

（２）開催場所 宝塚市役所（３階）特別会議室及び各委員所属場所等 

（３）出席委員等 

    本日の出席委員は、２０人中１７人（内オンライン参加１５人）で、次のとおり。 

〔会議室参集〕 

林委員、岡本委員（代理小田地域交通官） 

〔オンライン参加〕 

島田委員、くわはら委員、田中（み）委員、池田委員、寺本委員、西井委員、秋山委員、 

田中（大）委員、新谷委員、古川委員、澤木委員、齋藤委員、西川委員、青木委員、長 

野委員である。 

定足数である委員の２分の１以上の出席があったので、宝塚市都市計画審議会条例第

６条第２項の規定に基づき会議は成立した。 

宝塚市都市計画審議会の運営に関する規程第５条第１項の規定に基づき、本日の議題

に係る会議は公開であることを確認した。 

（４）会議の内容 

ア  西井会長は、議事録署名委員として、１３番新谷委員及び１４番岡本委員（代理小田

地域交通官）を指名した。 

イ  次の議題について審議を行った。 

議題第１号 宝塚市都市計画マスタープランの見直しについて     （答申審議） 

議題第２号 宝塚市立地適正化計画の策定について          （答申審議） 

議題第３号 阪神間都市計画地区計画の変更（宝塚山手台地区）について （諮  問） 

議題第４号 阪神間都市計画用途地域等の見直し方針について     （事前説明） 

 

２ 会議要旨 

（１）議題第１号 
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【議題第１号 「宝塚市都市計画マスタープランの見直しについて」】 

 

（説明開始） 

それでは、議題第１号「宝塚市都市計画マスタープランの見直しについて」ご説

明します。今回は答申審議となります。 

 

まず、前回の都市計画審議会でいただいた意見とその対応についてご説明しま

す。 

意見のあった箇所については議題書１‐５６ページの「②避難路・避難空間」で、

「防災機能を兼ね備えた都市空間と避難時の歩行者動線として都市計画道路など

の幹線道路の整備を推進します。」の「避難時の歩行者動線」という表現を「避難時

の避難経路」という表現にできないかとのご意見をいただいておりました。 

こちらにつきましては、避難路・避難空間としての機能を踏まえた幹線道路や生

活道路の整備を意図して記述をしております。各地区で定める地区防災計画等で設

定されている避難経路との混同を避けるため、歩行者動線という表現を使用してお

り、原文のままとしています。 
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次に、パブリック・コメントの結果について報告します。 

令和３年１２月１日から令和４年１月４日の約１か月間、宝塚市立地適正化計画

（案）と併せて、パブリック・コメントとして意見募集を行いました。意見提出者

数は５人、提出意見数は３０件、そのうち２件については意見を受けて計画案の修

正を行っています。各意見とその意見に対する考え方については、議題書１‐１０

４ページから１１０ページに記載しています。意見の内容については、北部地域、

地域特性の活用に関するものなどとなっており、一部抜粋してご説明します。 

 

まず、北部地域に関して No.１３の意見になります。 

西谷の自然や他にはない居住環境等を活用した新たなライフスタイルに対応で

きる土地利用やより一層の都市計画規制緩和策が必要であるとの意見です。 

こちらに対する考え方としましては、北部地域については、自然環境や田園環境

の適切な保全や、地域資源を生かした魅力的なまちづくりを掲げており、現在進め

ている地域ブランドの構築や土地利用規制の一定の弾力的運用等の宝塚市北部地

域まちづくり基本構想に基づく取組を引き続き進めてまいります。 

 

次に、中心市街地に関して No.１９の意見になります。 

高層マンション開発への対応や観光プロムナードを生かした都市づくりが必要

との意見です。 

こちらに対する考え方としましては、中心市街地については、多くのマンション

の立地が進行していることから、商住混在の地域のあり方について、都市計画制度

の見直しも視野に入れながら、住民とともに検討していく必要があるとの認識をし

ています。 

また、中心市街地の主要回遊動線である観光プロムナードについては、地域資源

等を生かした整備を行うとともに公共空間の柔軟な利活用による回遊性や滞在性

の向上を図り、新たな魅力づくりと都市型観光商業地としてのポテンシャルの向上

に努めることを方針として掲げています。 

 

次に、地域特性の活用に関して No.２０の意見になります。 

各駅で特色と個性ある拠点づくりを行い、相互利用を促すような都市づくりが必

要との意見です。 

こちらに対する考え方としましては、鉄道駅を主な拠点として位置付けるととも

に地域の特性に応じた拠点形成をめざし、さらに交通ネットワークとして各拠点を

鉄道、バス、新たな移動手段で結び、誰もが安全・安心に移動できることを掲げて

います。 

 

 次に、計画案へ反映した２件の意見についてご説明します。 

２件とも議題書１‐６２ページから７７ページの地域別都市づくり図に対して

の意見になります。 

 

まず、No.２８の意見で、地域別都市づくり図の範囲とまちづくり協議会の範囲

とが一致していないことをご指摘いただいたものになります。 

こちらに対する考え方としましては、地域別都市づくり図は、拠点を含んだ日常

生活圏や市街地の形成過程、まちづくり協議会のまとまりなどを総合的に踏まえて
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範囲を決めており、地域別都市づくり図の No.とまちづくり協議会のブロックの範

囲が一致しない場所があります。ご意見の内容を踏まえまして、地域別都市づくり

図の番号とまちづくり協議会のブロックの番号が混同するのを避けるため、地域の

番号として使用していた「１～７」をアルファベットの「Ａ～Ｇ」に変更し、小学

校区名の記載を削除する変更を行っています。 

 

次に、No.３０の、水と緑のネットワーク、歴史文化資源、景観資源やポイントな

どは多様な効果が期待される重要な都市づくりのツールであることから地域別都

市づくり図に河川軸や旧街道等の記載が必要との意見です。 

こちらに対する考え方としましては、地域の特性を生かした都市づくりの重要性

については認識しており、都市づくりの方針として、地域の特性に応じた多様な主

体によるまちづくりや河川・緑等の地域資源を生かした都市施設整備等を示してい

ます。今後はこれらの方針に基づいて具体の施策に取り組んでまいります。また、

河川、巡礼街道、JR 廃線敷については、地域資源として地域特性の図に記載してい

ましたが、旧街道について記載がなかったため、有馬街道、京伏見街道、丹波街道、

西宮街道、塩尾寺道を追加する変更を行っています。 

パブリック・コメント結果の報告は以上です。 

 

最後に、今後のスケジュールについて説明します。 

３月１日から１か月間、パブリック・コメント結果の公表を行い、その後４月１

日付で宝塚市都市計画マスタープランの改定を決定し、同日付で改定した計画の公

表を行う予定です。 

 

以上で、議題第１号「宝塚市都市計画マスタープランの見直しについて」の説明

を終わります。 

 

 

質疑応答 

会 長 

 

 

 

委 員 

 

 

市 

 

 

 

 

会 長 

 

 

委 員 

第１号議案は、約１年前に諮問を受けて審議を重ねてきました。本日は答申審議

となります。先ほどの説明では、前回の都計審の議論と、その後実施したパブリッ

ク・コメントでいただいた主な意見の紹介をして頂きました。いかがでしょうか。 

 

今回ピックアップされている意見以外にも重要な意見を頂いていますが、これら

の情報共有は市としてどこまでされているのでしょうか。 

 

パブリック・コメントに対する市の考え方については、宝塚市としての考え方を

公表することになります。そのため、具体に関係する部署とは既に調整済みです。

また、意見の情報共有としては、公表する際に、庁内の掲示板に掲示するなど全庁

的に情報共有を行う予定です。 

 

採否の理由やご意見を受けての見直しの結果は、都市計画課だけではなく、関係

課と情報共有し、議論後のものであるというご説明でした。 

 

今回ピックアップされた意見以外に、１７番や１８番は、宝塚市としての情報共
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有が大事だと思います。ただ、意見を受けての回答が簡易的だと思います。 

意見を頂いた方々に対して、このような受け答えでいいのか疑問に思ったため、

情報共有がどこまでされているのかを確認したかったのですが、市として情報共有

されているということで受け取りました。 

 

貴重なご意見は重要視すべきであり、今回の都市計画マスタープランに直接反映

できなくても、今後に託された取組の中で反映すべきだと思います。今後のフォロ

ーアップは宝塚市としての課題かと思います。他にご意見、ご質問はありますか。 

 

パブリック・コメントの１９番と２５番の意見について、確認させてください。

観光プロムナードについて記載があります。１９番の後段、「地域別計画では観光

プロムナードという言葉が消えているが」という意見に対して、理由には、「観光プ

ロムナードという文言は使用せず、従来型の観光だけではない活用がその周辺の空

間も含めて期待されている」という理由となっています。 

２５番の意見の中にも、「武庫川右岸の月地線沿いなど観光プロムナードを含め」

という意見に対して、理由ではその文言には触れておりません。地元では、周辺環

境が大きく変貌を遂げて、マンション街の様相になってしまった中でも、月地線辺

りの商業施設や飲食店が集積しているエリアも合わせて、観光プロムナードとして

つくりこんで欲しいといった期待もあり続けます。議会で何度か確認してきた中

で、昨年の議会においても、観光プロムナードという表現の答弁をされております。

この言葉自体が生きているかどうかが気になります。都市計画上は、観光プロムナ

ードという言葉は表現しないということでしょうか。 

 

観光プロムナードという名称については、都市計画マスタープランでは使用して

いません。周辺の土地利用の状況が変わっていく中で、観光プロムナードという名

称を残すのが是か非かという議論よりも、中心市街地であり、回遊性が高く、滞在

性の向上を図るなど、活性化に向けた動きが重要だという捉え方をしています。議

題書１－４５ページの土地利用の方針では、中心市街地として、宝塚駅から宝塚南

口駅周辺を周遊できるように特記しています。実質的な観光プロムナードがなくな

ったという認識ではなく、名称に敢えてこだわらなかったとご理解頂きたいと思い

ます。 

 

補足しますと、議題書１－４５ページが基本的なところで、土地利用の方針とい

う位置づけになっています。観光プロムナードという言葉にこだわる議論は、土地

利用の方針よりもマネジメントの視点で、地区をどのように活性化していくかとい

った大きなテーマも含まれているかと思います。そのような意味もあって、観光プ

ロムナードという言葉にこだわらなかったというのが事務局の考えだと思います。 

 

土地利用の方針ではなくマネジメントということは分かりますが、行政計画で残

るのか残らないのかは意味合いが異なると思います。どこか行政計画の中に言葉と

して残るかどうかをお答え頂きたいです。 

 

新しい計画ではないですが、都市計画課で所管している宝塚市景観計画がありま

す。その計画では、特筆する区域として、観光プロムナードという名称を使ってい
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ます。今後計画の見直しの際に、全庁的な取り扱いを見ながら判断することになる

と思います。どの行政計画に残っていますかという質問に対しては、宝塚市景観計

画の中に残っています。 

 

本市と致しましては、観光プロムナードという考え方は生き続けています。今回

の都市計画マスタープランでは、観光プロムナードを包含した大きな概念を表現し

ています。 

 

内容をお聞きして理解は出来ますが、意見に対する考え方の中で「文言は使用せ

ず」と言い切ってしまうと、観光プロムナードは無くなったのかと感じる人も多い

かと思います。商工会議所としては、観光プロムナードエリアの観光のポテンシャ

ルを上げていきたいと考えており、後段で記載されている通りでもいいですが、「文

言は使用せず」というような言い方では避けて頂きたいです。事務局の意見を聞か

せてください。 

 

「使用せず」の表現について、再度事務局で検討します。 

 

景観計画には記述されているということでしたが、私がお聞きしたいのは、行政

計画の中で残っていくのかということです。景観計画は、平成２４年に宝塚市が景

観行政団体になった時に策定したままなので、これから見直ししていくと消えてい

くのかなという印象は否めません。自然に消滅していかないように、記述について

は慎重に取り扱ってほしいと思います。 

 

観光プロムナードに対する思い入れは理解しました。他部署で取扱っている概念

ですが、継続的に宝塚市の施策として取り組んでいくものと認識しています。 

 

パブリック・コメントの回答の表現については、修正して頂きたいです。今後の

取組のあり方は、事務局の発言の通りです。他にご意見、ご質問はありますか。 

 

パブリック・コメントの３０番、追加した旧街道の名称について、議題書１－７

３ページの凡例をみると、２つの凡例しかないのですが、理由はあるのでしょうか。 

 

議題書１－７３ページは E の区域であり、E の区域に該当する凡例のみを表現し

ています。例えば、議題書１－７５ページの F の区域には丹波街道しかないため、

凡例も丹波街道のみを表現しています。 

 

パブリック・コメントについて、結果の公表は来月に予定されています。第１号

議案についてのご質問がなければ、答申審議ということなので採決に入ります。 

第１号議案について、原案通り決定することに同意するとして答申することに異

議がある方のみ✕の紙をお示しください。 

✕の紙を示した方がいないため、異議なしということで、第１号議案につきまし

て、原案の通り決定することに同意するとして答申いたします。 
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（２）議題第２号 
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【議題第２号 「宝塚市立地適正化計画の策定について」】 

 

（説明開始） 

それでは、議題第２号「宝塚市立地適正化計画の策定について」ご説明します。

議題第１号と同じく答申審議となっています。 

 

はじめに、前回の都市計画審議会でいただいた意見とその対応についてご説明し

ます。 

まず、議題書２‐１１ページの図中に記載のある「宝塚市都市計画マスタープラ

ンと宝塚市立地適正化計画の共通」を「宝塚市都市計画マスタープランと宝塚市立

地適正化計画の共通点」に修正した方がよいとのご意見です。 

こちらにつきましては、ご意見のとおり修正しています。 

 

次に、議題書２‐１８ページ、「～将来的にも比較的高い人口密度が維持するこ

とが予測されていますが、～」を「～将来的にも比較的高い人口密度を維持するこ

とが予測されていますが、～」に修正した方がよい。」とのご意見です。 

こちらにつきましても、ご意見のとおり修正しています。 

 

次に、議題書２‐２７ページ、拠点形成に必要な施設としてコワーキング施設を

記載していました。「コワーキング施設」が何か分からない人もいると思うので、

「個人や団体がそれぞれの目的をもって活動する場合に、共に利用することができ

る施設」などの説明が必要とのご意見です。 

こちらにつきましては、「コワーキングスペースなどのオフィスや自宅以外で仕

事・活動ができる施設」に修正しています。 

 

次に、議題書２－３９ページ、「（４）総合的な防災力の向上」の「～防災・減災

に向けた総合的な取組が重要です。」を他と表現と同様に主体的な表現への変更が

必要とのご意見です。 

こちらにつきましては、「～防災・減災に向けた総合的な取組を進めます。」に修

正しています。 

 

次に、議題書２－４７、「民間団体・事業所など防災体制の強化」を「民間団体・

事業所などとの連携による防災体制の強化」に修正した方がよいとのご意見です。 

こちらにつきましては、ご意見のとおり修正しています。 

 

次に、議題書２－５１ページ、「（３）進行管理と計画の見直し」の図を文章に合

わせて、５年ごとのサイクルを示した方がよいとのご意見です。 

こちらにつきましては、ご意見を踏まえ、５年のサイクルを示した図に修正して

います。 

前回の都市計画審議会でいただいた意見とその対応については以上です。 

 

次に、パブリック・コメントの結果について報告します。 

宝塚市都市計画マスタープランと併せて令和３年１２月１日から令和４年１月
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４日の約１か月間、パブリック・コメントとして意見募集を行いました。結果は意

見なしとなっています。 

パブリック・コメント結果の報告は以上です。 

 

次に、その他の変更についてご説明します。 

近畿地方整備局との協議の中で、国庫補助の要件を満たすために公共交通に関す

る目標値を計画書に示すことが必要との指摘があり、それに伴う変更を行っていま

す。 

居住誘導、都市機能誘導に関する目標値に続き、交通ネットワークに関する目標

指標、目標値を追加しています。目標指標につきましては、公共交通輸送人員の人

口比としており、市域の人口に対する市内各鉄道駅及びバスの１日当たりの輸送人

員の割合で算出しています。目標値は基準値である令和元年度の０.７４を超える

こととしています。また、モニタリング指標としてアンケート調査で「交通の利便

性が良いから住み続けたい」と回答した市民の割合を設定しています。 

 

最後に、今後のスケジュールについて説明します。 

宝塚市都市計画マスタープランと併せて、３月１日から１か月間、パブリック・

コメント結果の公表を行います。その後４月１日から１か月間、立地適正化計画の

公表に伴い必要となる届出制度の周知期間を設けます。その後５月に宝塚市立地適

正化計画の策定を決定し、同日付で計画の公表を行う予定です。 

 

以上で、議題第２号「宝塚市立地適正化計画の策定について」の説明を終わりま

す。 

 

 

質疑応答 

会 長 

 

 

 

 

 

 

  第２号議案について、ご質問、ご意見を伺いたいと思います。 

質問は特に無かったということで、第２号議案についても、答申審議のため、採

決に入りたいと思います。原案の通り決定することに同意するとして答申すること

に異議がある方のみ✕の紙をお示しください。 

✕の紙を示した方がいないため、異議なしということで、第２号議案につきまし

て、原案の通り決定することに同意するとして答申いたします。 

 

 

（３）議題第３号 

 

 

 

市 

 

 

 

 

 

【議題第３号 「阪神間都市計画地区計画の変更（宝塚山手台地区）について」】 

 

（説明開始） 

それでは、議題第３号「阪神間都市計画地区計画の変更（宝塚山手台地区）に

ついて」ご説明いたします。本日は、諮問です。 

 

まず、位置についてご説明します。 

今回区域の拡大する「宝塚山手台地区地区計画」は、阪急宝塚線山本駅の北側

に位置し、谷を挟んだ西側には中山台ニュータウンがあります。 
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次に、地区計画の導入経緯についてご説明致します。 

当初、昭和６１年に開発許可を受けた後、幾度かの変更を経て、平成１０年に

は、市街化区域に編入しました。平成１０年の用途地域等の決定に併せて開発区

域全域を区域とした「地区計画」を導入し、開発の進捗に合わせて地区整備計画

区域の拡大を行ってきております。今回も、区域の土地利用計画が具体化したこ

とに伴い、地区計画の変更を行うものです。 

 

地区計画の目標としては「緑に恵まれたゆとりとうるおいのある良好な市街地

の形成を図ること」とし、土地利用の方針として、「独立住宅地区」「集合住宅地

区」「センター地区」の３地区に細区分をするものとしています。 

細区分については、計画図上で、それぞれ色分けをしています。 

今回、「独立住宅地区」を区域拡大いたします。 

 

次に、今回区域拡大を行う具体的な位置についてご説明します。 

拡大する位置は、図で示す右上、黄色の破線で囲ったあたりの、クリーム色の

部分です。 

今回区域の開発工事の完了は令和４年３月頃を予定しています。 

 

次に地区整備計画における変更箇所についてご説明いたします。 

今回拡大区域は「独立住宅地区Ⅲ」で、地区の細区分の区域の面積約５.３ha が

約１０.６ha となります。地区の細区分の区域の面積拡大に伴い、地区整備計画全

体としても区域面積約７６.８ha が約８２.１ha となります。 

次に、「独立住宅地区Ⅲ」の制限内容の変更部分についてです。 

「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」において、これまでは「道路

際０.７５m の部分」に建築物の建築及び工作物の築造を制限するものでしたが、

今回ここに赤字部分、「（計画図に示す e の区域にあってはオープンスペースを含

む）」との制限を追加しております。また「垣又は柵の構造の制限」で、道路側に

おける垣さくの制限があります。  

道路際０.７５m の部分には垣さくを設置してはならないことを規定しているも

のですが、こちらも先ほどと同じ、赤字部分「（計画図に示す e の区域にあっては

オープンスペースを含む）」との制限を追加しております。 

計画書における変更部分は以上です。 

 

続いて、今回追加させていただいた e の区域についてご説明致します。 

薄いオレンジ色で塗られた区域の中に、ストライプの凡例が細長く入っている

箇所、こちらが、今回新たに設定を致しました e の区域の部分です。 

独立住宅地区Ⅲの区域内は、基本的には垂直擁壁で造成されていますが、e の区

域のみ石積擁壁での造成となっています。 

石積擁壁は、既存の区域である「独立住宅地区Ⅱ」と今回拡大区域である「独

立住宅地区Ⅲ」にまたがって存在している状況です。 

地区計画上は、写真奥と手前で区域が違いますが、まちなみとしては連続して

いることがお分かりいただけるかと思います。この石積擁壁の連続性を、「まちな

みの連続性」としても確保するために、今回 e の区域を新たに設定し、既存の区

域である「独立住宅地区Ⅱ」の制限と同様の制限となるよう規定致しました。 
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既存区域である「独立住宅地区Ⅱ」の制限についてご説明致します。 

独立住宅地区Ⅱでは、オープンスペースについて、建築物の建築、工作物の築

造を制限しています。なお、オープンスペースとは、「造成時の擁壁の天端の外縁

を結ぶ線から道路境界線までの間の部分」つまり「擁壁の天端から道路までの範

囲」です。また、宅地としては石積下から道路までの部分も含まれており、図一

点鎖線、左側の線までが私有地です。 

 

ここまでが、今回変更に係る部分のご説明となりますが、前回の事前説明でオ

ープンスペースについての質疑をいくつかいただきましたので、今回追加で、建

築物の建築及び工作物の築造制限について少しご説明致します。 

まず、建築物の建築及び工作物の築造制限について制限しているのは、「独立住

宅地区」で、独立住宅地区Ⅰ～Ⅲ、コミュニティ住宅地区及び独立住宅地区 A の

５地区です。 

それぞれの地区において概ね同じまちなみとなるよう設定していますが、それ

ぞれの地区の造成手法の違いにより、規定の仕方が少しずつ違ったものになって

います。 

まず、独立住宅地区Ⅰについてです。この地区は、全ての宅地について、道路

に面して擁壁があります。そのため、「造成時の擁壁の天端の外縁を結ぶ線から道

路境界線まで」、つまり「擁壁の天端から道路までの範囲」で、写真では植栽帯と

なっている部分を「オープンスペース」と定義し、建築物の建築及び工作物の築

造制限を行っています。 

続いて、独立住宅地区Ⅱでは、道路に面して擁壁のある敷地と擁壁のない敷地

が混在する造成が行われました。この場合に、先ほどご説明した独立住宅地区Ⅰ

の基準を適用すると、擁壁のない宅地には制限が適用されないことになってしま

います。これに伴い、新たに独立住宅地区Ⅱの規定を設定し、擁壁のない宅地に

ついても道路際に制限がかかるよう規定しました。 

オープンスペースについては、擁壁の位置を基準とした制限ですので、具体的

な寸法での制限ではありません。そのため、擁壁のない宅地については、全く同

じ制限にすることはできませんでした。オープンスペースが概ね０.７５m であっ

たことを根拠とし、「０.７５m」という寸法にて規定をすることで概ね同じまちな

みとなるよう制限しています。 

続いて、独立住宅地区Ⅲ及び A については、「道路に面して擁壁はあるが、擁壁

までの距離が広い宅地がある」という造成が行われました。この場合に、先ほど

ご説明した独立住宅地区Ⅱの基準を適用すると、オープンスペースの規定が適用

され、非常に広い範囲に建築・築造の制限がかかってしまうことになってしまい

ます。これに伴い、新たに独立住宅地区Ⅲの規定を設定し、一律で道路際７５cm

に制限がかかるよう規定しました。 

 

制限内容としてはこのようになっています。ここまでは今回変更前の制限です

が、先ほどご説明したような石積擁壁の問題がでてきたため、e の区域については

オープンスペースの規制を今回追加し対応するものです。 

このように、造成時の手法に併せ、制限内容を少しずつ変更しながら、最終的

には統一感のあるまちなみを目指しているものです。 

建築・築造の制限に関するご説明は以上です。 
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最後に、これまでの経過及び今後のスケジュールについてご説明いたします。 

前回の都市計画審議会での事前説明を経まして、案の縦覧を１月１１日から１

月２５日までの２週間行いました。縦覧者は０人で、意見書の提出もありません

でした。 

本日諮問・答申を経た後、令和４年３月上旬に都市計画決定の告示を予定して

います。 

 

以上で、議題第３号「阪神間都市計画地区計画の変更（宝塚山手台地区）につ

いて」の説明を終わります。 

 

 

質疑応答 

会 長 

 

 

委 員 

 

 

 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

委 員 

 

 

市 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

委  員 

第３号議案についても答申がございますが、その前にご質問とご意見を伺いたい

と思います。 

 

地区計画は私有地に対する非常に細かい制限が定められているように感じまし

た。初歩的な質問かもしれませんが、法律上の根拠はどのようなものなのでしょう

か。具体的な法律の名前など教えていただきたいです。 

 

地区計画については、都市計画法第１２条の４で定められています。都市計画決

定の具体的な手続きについては、第１９条「市町村の都市計画の決定」に記載があ

ります。今回は変更ですので、第１９条を準用するとした第２１条「都市計画の変

更」に基づき手続きを進めるものです。 

また、懸念されている私権への制限についてですが、地区計画の導入には地権者

との合意形成が必要となります。今回拡大区域の所有者は、現在、事業者である阪

急阪神不動産一社です。そちらと協議をさせていただき、山手台の今後についてど

うありたいかという事業者の意向と、市の都市計画としてどのようにまちを維持し

ていくのかというところを踏まえて、一定の合意形成を行っています。 

 

その他にございますか。 

 

今後、都市計画決定がなされていくと思いますが、最終的にこの規定自体は宝塚

市の開発許可制度の手引きなどに記載されるのでしょうか。 

 

地区計画は都市計画決定として整理されるものです。用途地域などと同じように

都市計画決定するもので、都市計画法第１２条の４によるものとなります。 

一方、開発許可制度の手引きは、開発審査課で都市計画法第２９条に基づく許可

の取扱いを明確化するために作成されているものと思われます。 

造成完了後の土地利用について、地域固有の土地利用規制を行う地区計画と、造

成時の許可基準である第２９条については、別の取扱いとなります。 

 

他にご質問ご意見ございませんか。 

 

計画書の e の区域の変更の箇所ですが、「０.７５m 以内の部分（計画図に示す e
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市 

 

 

 

会 長 

 

 

 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

市 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

の区域にあっては、オープンスペースを含む）」という表現ですと、０.７５m の中

にオープンスペースがあるという印象を受けます。実際には、e の区域は高い石積

擁壁になっていますので、オープンスペースは０.７５m よりもかなり大きくなる

と思われます。つまりオープンスペースの中に０.７５m が入ってしまうという事

になりますので、表現としては「e の区域にあっては、オープンスペースも制限対

象の範囲とする」というようにすると良いかと思うのですがいかがでしょうか。 

 

庁内の法制部局とも協議し、何種類かの候補の中からこの表現がより良いのでは

という事でこちらの記述となっております。表現として誤りでなければ、現行案の

ままとさせていただければと思います。 

 

ご説明の中で、既存区域にも石積擁壁は存在しています。この部分については e

の区域となるのでしょうか。それともそのまま独立住宅地区Ⅱの制限で対応してい

るのでしょうか。 

 

e の区域とまたがる石積擁壁については、オープンスペースが適用されます。独

立住宅地区Ⅱの区域については、区域の全部にオープンスペースの規定が適用され

ています。独立住宅地区Ⅲについては、一律０.７５m の規定とし、e の区域のみオ

ープンスペースの規定を適用させています。 

独立住宅地区Ⅲの全域にオープンスペースの規定を適用すると、スライド２６の

ような車が止まっている部分も全て工作物の制限がかかってしまうという弊害が

出てきますので、独立住宅地区Ⅲについては、オープンスペースを適用する区域を

限らせていただきました。 

 

わかりました。それぞれの地区の造成の仕方が異なるので、既存の独立住宅地区

ⅡとⅢでは制限のかけ方の文面が変わってきたという理解でよろしいでしょうか。 

 

はい、そのとおりです。 

 

その他にご質問ご意見等ございませんか。 

無いようですね。この案件は諮問案件ですので裁決に入りたいと思います。議題

第３号について原案の通り変更することに同意するとして答申することに異議が

ある方のみ✕の紙をお示しください。 

✕の紙を示した方がいないため、異議なしということで、第３号議案につきまし

て、原案の通り変更することに同意するとして答申いたします。 

 

 

（４）議題第４号 

 

 

 

市 

 

 

【議題第４号 「阪神間都市計画用途地域等の見直し方針について」】 

 

（説明開始） 

議題第４号「阪神間都市計画用途地域等の見直し方針について」ご説明します。 

まず、用途地域についてご説明します。 

 用途地域とは、住居、商業、工業などの用途を適正に配分して都市機能を維持増
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進し、住居の環境を保護し、商業、工業などの利便を増進することを目的としてお

ります。建築物の用途や建築物の形態制限について、地方公共団体、宝塚市が用途

地域を都市計画の内容として決定できることとなっております。 

 用途地域の構成として、それぞれの用途地域のイメージ図を掲載しております。 

用途地域は、１３地域にわけており、宝塚市においては、田園住居専用地域、工

業専用地域を除く１１地域となっております。  

 

 次に用途地域と合わせて変更します高度地区についてご説明します。主に住居系

の用途地域において、都市の美観、日照の確保など市街地の環境を維持し、土地の

合理的な利活用の促進を図るため、建築物の高さに一定の制限を加える地区となっ

ております。宝塚市では、６地区の指定を行っております。 

以上が用途地域、高度地区の都市計画制度のご説明となります。 

 

 次に今回の用途地域の見直しにあたり検討しました流れについてご説明します。 

まず、兵庫県において、令和２年度末に策定された「都市計画区域マスタープラ

ン」を踏まえ、令和３年４月に「用途地域等見直し基本方針」が作成されました。 

その兵庫県の基本方針と宝塚市都市計画マスタープランを踏まえ、第８回用途地

域に関する宝塚市の見直し方針（案）を作成しております。その基本方針を基に用

途地域見直し予定箇所を抽出しました。 

 

 次に第８回用途地域に関する見直し方針（案）についてご説明します。 

まず、今までの用途地域の見直しの主な経緯をご説明します。 

昭和４８年９月に用途地域を指定した後、概ね５年ごとに見直しを実施しており

ます。 

平成８年に用途地域の種類が８種類から１２種類に変更されたのを受け、宝塚市

においては、１１種類に変更しております。 

平成１０年の市街化区域及び市街化調整区域の定期見直しの際には、大規模開発

地、山手台地区に用途地域を指定しました。 

平成２９年に用途地域に田園住居地域が追加され１２種類から１３種類に変更

されましたが、本市においては変更しておりません。 

 

 次に、１．基本的な考え方の（１）基本理念についてですが、兵庫県の用途地域

見直し基本方針を踏まえて作成しております。議題書４-４ページ、１．基本的考え

方の（１）基本理念を踏まえて作成しております。 

（１）基本理念について、用途地域等見直しに当たっては、都市の機能性、都市

生活の安全性、利便性及び快適性等の増進を目的とし、社会経済情勢の変化や土地

利用の現況と動向に的確に対応しつつ、「阪神間都市計画区域マスタープラン」、「宝

塚市都市計画マスタープラン」での都市の将来像を明確にした上で、中長期的に目

指すべき市街地の形成を誘導し、都市における合理的で調和のとれた土地利用を図

る、としております。 

 

 次に（２）見直しの視点についてです。この見直しの視点についても、兵庫県の

用途地域等見直し基本方針を踏まえ作成しております。 

 ①、③の見直しの視点について、議題書４－４ページの（２）見直しの視点を踏
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まえて作成しております。 

②、④の見直しの視点について、議題書４－７ページの２.対象地区の（２）と

（４）を踏まえて作成しております。 

 兵庫県の用途地域等見直し基本方針を踏まえて作成しました宝塚市の用途地域

の見直しの視点については次の通りです。 

①「阪神間都市計画区域マスタープラン」、「宝塚市都市計画マスタープラン」等

の土地利用方針の実現を図る。 

②土地利用転換の動向に注視し、現行の地域指定あるいは目標とする土地利用と

の間に著しい乖離が見られる地区について、問題点の把握を行い、必要に応じて用

途地域の変更を図ります。 

③住民主体のまちづくりを支援するため、住民やまちづくりに関する団体等との

連携、協調を図り、地区レベルにおける計画的な土地利用の実現を図ります。 

④道路、水路等地形地物の変更等に伴って用途地域の境界の変更を図ります。 

 

今回、用途地域見直しとなる地区を決めるにあたり、①～④の見直し視点で全地

域を対象に検討しました。内容として、庁内への用途地域の見直し変更予定箇所の

照会、用途地域見直しを検討するための兵庫県の都市計画基礎調査のデータからの

確認、用途地域見直しの要望などを踏まえ検討しました。 

その結果として、今回は地区計画との整合性を確保する地区のみを用途地域の見

直し対象として考えております。 

 

それでは、２．見直し対象とする地区の考えをご説明します。 

（１）地区計画との整合性の確保として、既に地区計画を導入している地区にお

いて、地区整備計画の制限内容を確保するため、用途地域を適切に見直すとしてお

ります。 

 

 先程、説明しました宝塚市の第８回用途地域に関する見直し方針（案）に基づき、

用途地域見直し予定箇所として、今回２箇所を抽出しましたのでご説明させて頂き

ます。 

 

 青色で囲っているところが山手台地区地区計画の範囲となります。その山手台地

区地区計画の中の赤色で囲っているところが今回の用途地域の変更する箇所の２

箇所となります。 

 

 １箇所目ですが、現在は第一種中高層住居専用地域となっておりますが、平成３

０年度に山手台地区計画の地区整備計画において、主に戸建て住宅が建築できる独

立住宅地区に指定しています。その制限内容に合わせて、第一種低層住居専用地域

に変更を予定しております。 

この箇所は当初の開発計画において集合住宅地区としての計画でしたが、開発計

画の変更に伴い独立住宅地区の計画となりました。写真は変更予定箇所の現地の写

真となっております。 

 見直し内容としまして、山手台地区地区計画の制限内容に合わせて、今回、第一

種中高層住居専用地域から第一種低層住居専用地域への変更、合わせて第４種高度

地区から第１種高度地区への変更などを予定しております。 
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 次に２箇所目の説明となります。先程の１箇所目から少し南にあたり、現在は第

一種中高層住居専用地域、第４種高度地区となっております。 

 青色のハッチで囲っているところですが、来年度に山手台地区地区計画の地区整

備計画として独立住宅地区としての制限をかけることを予定しております。 

今回、制限をかける範囲が確定したことにより、地区整備計画の制限をかける場

所に、部分的に第一種中高層住居専用地域の箇所が出ましたので、用途地域および

高度地区の部分的な修正を予定しております。 

赤色で囲っている箇所について、今後、制限内容と合わせて、第一種中高層住居

専用地域から第一種低層住居専用地域への用途地域変更、第４種高度地区から第１

種高度地区などへの修正を予定しております。 

 

今後のスケジュールですが、兵庫県との協議、住民説明会などを踏まえまして、

令和４年度の９月と１月に都市計画審議会に諮り進めていくことを予定しており

ます。 

 

以上で、議題第４号「阪神間都市計画用途地域等の見直し方針について」の説明

を終わります。 

 

 

質疑応答 

会 長 

 

委  員 

 

 

市 

 

 

 

 

 

委  員 

 

市 

 

 

 

 

会 長 

 

 

委  員 

 

 

議題第４号について、ご質問、ご意見を伺いたいと思います。 

 

 基本的な質問で恐縮ですが、用途地域の見直しや変更は地権者からの申出によっ

て行うのが一般的なのでしょうか。 

 

 一般的ではないです。日々の業務の中で地権者から申し出ていただくことはあ

り、それを一定ストックしています。そして、５年に一度の定期見直しの際に、宝

塚市の都市計画もしくは阪神間の都市計画として変更する必要があるかを事務局

の方で検討し、変更するか、そのままの用途地域とするかを総合的に判断していま

す。 

 

今回の変更は阪急阪神不動産からの申出によるものですか。 

 

この案件につきましては、阪急阪神不動産からの申出というよりは、数年前に宅

地分譲の計画が決まり地区計画についての協議を行う中で、将来的に宝塚市として

用途地域を変更するということを伝え、双方の考えが一致したものとなります。ど

ちらかというと宝塚市の意思の方が大きいのではないかと思います。 

 

 元を辿れば、地域の人たちや開発業者や地権者などのいろいろな方々の要望がベ

ースにあるかと思います。 

 

 後半の見直しについてですが、用途地域が第一種中高層住居専用地域から第一種

低層住居専用地域になるのは非常によく分かりました。用途地域の変更に伴い、高

度地区も同時に変更される説明でしたが、高度地区の指定の考え方を教えていただ
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きたいです。 

 

 宝塚市の場合、第一種低層住居専用地域については第１種高度地区を組み合わせ

ることとしています。第二種低層住居専用地域も同じ考え方です。阪急沿線より平

野部の沿道については、一定の高度利用を認めており、絶対高さがかかっていない

第４種、第６種高度地区を概ね指定しています。また、沿道より３０m 入ったとこ

ろについては、最高高さの制限のある第２種、第３種、第５種高度地区を適用して

います。第一種中高層住居専用地域では第２種高度地区というように、用途地域と

高度地区の組み合わせを決めた取扱いを行っています。 

 

他の地域も大体同じような考え方で行われているという事ですね。 

 

 そのとおりです。 

 

 用途変更と直接関係することではありませんが、第一種中高層住居専用地域から

第一種低層住居専用地域に変わることで、計画人口は、当初計画と比べてどの程度

の変更になるのでしょうか。 

 

 今回の山手台については、当初の開発区域全体で人口規模を計算しています。最

終的には、当初の計画人口を上回らない予定になっているかと思います。不確かな

データですが、大きく人口が目減りするというようには捉えていません。 

 

 宝塚市としての第８回用途地域等の見直しに関する見直し方針（案）の基本的な

考え方は、兵庫県の用途地域等見直し基本方針のガイドラインといった指針を踏ま

えながら宝塚市に当てはまる対象の部分を取り出してきたという事です。この方針

を認めていただくことになれば、今後は先ほどご説明のあった対象地区に対して見

直し箇所を抽出していくという流れになっていきます。 

議題第４号の審議はこれで終了したいと思います。 

 

それでは、本日の審議内容はこれで終了いたします。ありがとうございました。 

 

－以 上－ 

 


